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今
月
の
特
集

行

政

情

報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
行
事
予
定

学
び
の
道
標
べ

情
報
か
わ
ら
版

　　　

６
月
開
催
の
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン
祭
り
で
は
、

次
の
と
お
り
北
海
道
内
各
地
か
ら
「
市
民
審
査
員
」
を
公

募
し
ま
す
。

◎
活
動
日
程　

６
月
11
日
・
12
日

◎
活
動
場
所　

札
幌
市
中
央
区

◎
活
動
内
容　

　

Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン
祭
に
お
け
る
演
舞
の
審
査

◎
募
集
要
項　

応
募
用
紙
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
し
く
は
、
電
話
で
お
取
り
寄
せ

の
う
え
４
月
22
日(

必
着)

ま
で(

抽
選)

　
　
　
　

同
祭
り
実
行
委
員
会

　

☎
０
１
１

－

２
３
１

－

４
３
５　

　　

建
災
防
江
差
分
会
で
は
、
有
資
格
者
の
充
足
を
図
る
た
め
、

次
の
と
お
り
講
習
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

◎
職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
教
育　
　

　

実 

施 

日　

４
月
14
日
㈭
～
15
日
㈮　
　
　
　

　

受 

講 

料　

１
９
，
２
６
０
円

　

申
込
期
限　

４
月
１
日
㈮

◎
玉
掛
技
能
講
習

　

実 

施 

日　

４
月
20
日
㈬
～
22
日
㈮

　

受 

講 

料　

２
８
，
６
４
５
円

　

申
込
期
限　

４
月
１
日
㈮

      　

檜
山
建
設
会
館　

☎
０
１
３
９

－

52

－

１
８
１
３　

　

労
働
基
準
監
督
署
で
は
、
労
働
基
準
監
督
官
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

申
込
受
付
期
間

①
郵
送
・
持
参
に
よ
る
受
付

　
　

・
４
月
１
日
㈮
～
４
月
４
日
㈪

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付

　
　

・
４
月
１
日
㈮
～
４
月
13
日
㈬

　

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

一
次
試
験
・
５
月
29
日
㈰

　
　
　
　
　

北
海
道
労
働
局
総
務
部
総
務
課
（
人
事
第
一
係
）

☎
０
１
１

－

７
０
９

－

２
３
１
１

▼
総
合
職
試
験
（
院
卒
者
・
大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間

　
　

・
４
月
１
日
㈮
～
４
月
11
日
㈪

▼
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間

　
　

・
４
月
８
日
㈮
～
４
月
20
日
㈬

▼
一
般
職
試
験
（
高
卒
者
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間

　
　

・
６
月
20
日
㈪
～
６
月
29
日
㈬

【
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス
】

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

　
　
　
　
　

人
事
院
北
海
道
事
務
局
☎
０
１
１

－

２
４
１

－

１
２
４
８

　

北
海
道
警
察
で
は
、
警
察
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

案
内
・
願
書
配
布
・
３
月
１
日
㈫
～

申
込
受
付
期
間

①
郵
送
に
よ
る
受
付

　

・
３
月
８
日
㈫
～
４
月
15
日
㈮

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付

　

・
３
月
８
日
㈫
～
４
月
13
日
㈬

一
次
試
験
・
５
月
８
日
㈰

せ
た
な
警
察
署　

☎
０
１
３
７

－

84

－

６
１
１
０

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
国
税
専
門
官
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

①
受
験
資
格

　

昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７
年
４
月
１
日
生　

ま
れ
の
者

　

平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
者
で
大
学
を　

卒
業
し
た
な
ど
別
に
定
め
る
者

②
申
込
受
付
期
間

　

申
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
㈮
９
時
～
４
月
13
日
㈬
〔
受
信
有
効
〕

　

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

　

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担
当

☎
０
１
１

－

２
３
１

－

５
０
１
１　

内
線
２
３
１
５

最
寄
り
の
税
務
署
（
総
務
課
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

北
海
道
今
金
高
等
養
護
学
校
で
調
理
員
を
募
集
し
て

い
ま
す

・
職　
　

名 

臨
時
調
理
員

・
募
集
人
員 

２
種（
６
時
間
勤
務
×
５
日
程
度
）▼
１
名

３
種
（
８
時
間
勤
務　

週
２
～
３
回
、

月
10
日
程
度
）
▼
１
名

・
業
務
内
容 

本
校
寄
宿
舎
給
食
の
調
理
、
配
膳
、
食

材
管
理

・
雇
用
期
間 
２
種　

平
成
28
年
４
月
１
日
～
平
成
28

年
９
月
30
日
（
６
か
月
毎
の
更
新
）

　
　
　
　
　
　

３
種　

平
成
28
年
３
月
１
日
～
平
成
28

年
４
月
30
日
（
２
か
月
毎
の
更
新
）

・
応
募
資
格 

学
歴
は
問
い
ま
せ
ん

・
選
考
方
法 

書
類（
履
歴
書
）及
び
面
接
に
よ
る
選
考

・
申 

込 

先 

せ
た
な
町
役
場
（
本
庁
舎
）
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
八
雲
窓
口
（
０
１
３
７

－

８
２

－

５
１
１
１
）

　
　
　
　
　
　

ま
た
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲　
　
　

（
０
１
３
７

－

６
２

－

２
５
０
９
）

　

　

　

　

　

北
海
道
今
金
高
等
養
護
学
校　

☎
82

－

３
１
２
１
（
担
当
・
野
澤
ま
で
）

３３
2016
MARCH

ストップ！消費者問題ストップ！消費者問題

・せたな警察署今金交番

☎82-0435

・役場まちづくり推進課

☎82-0111

問合せ

「
建
災
防
」
講
習
会
受
講
者
の

募
集
を
行
っ
て
い
ま
す

平
成
28
年
度
国
家
公
務
員

　
　
　

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

法テラス八雲通信法テラス八雲通信

弁護士会からイベントの告知と
　　　　　　　　利益相反について

■今回は，２つのテーマについてお伝えいた
　します。
■１つはイベントの告知です。毎年３月は自
　殺対策強化月間とされており、国、地方公
　共団体、関係団体及び民間団体等が様々な
　自殺対策のイベントを行っております。弁
　護士会でも自殺対策のイベントを行います。
■日本弁護士連合会では、３月８日（火）に、
　暮らしとこころの相談会という全国一斉の
　無料法律相談を行います。函館弁護士会で
　は、函館弁護士会館内の相談スペースとお
　電話で、無料法律相談を行います。当日函
　館にいらっしゃるという方はもちろん、何
　か気になることがあるという方も、無料で
　すので、当日はお気軽に函館弁護士会まで
　ご相談ください。
■もう１つは弁護士の利益相反についてです。
　これは、１つの事件について、一方から事
　件の相談を受けた弁護士は、その相手方か
　ら相談を受けてはいけないというルールを
　意味しています。他人に話しにくい秘密を

　打ち明けた弁護士が、こともあろうに紛争
　の相手方と通じていたなんてことになれば、
　弁護士への信頼は崩れ去ってしまいますの
　で、このようなルールが定められています。
■弁護士がたくさんいる地域だと、このルー
　ルが問題となることはあまり多くないので
　すが、地域に数名しか弁護士がいないと紛
　争の相手方が先に近くの弁護士に相談して
　しまったため、弁護士の利益相反のため、　
　自分が近くの弁護士に相談できず、結局遠
　方まで相談に行くことになるという問題が
　生じます。
■この問題への解決策は地域に弁護士が増え
　ること以外にありませんが、相談を先延ば
　しにしているうちに相手が先に弁護士に相
　談してしまうという事態はままありますの
　で、何かトラブルが生じた際には、お早め
　に弁護士にご相談いただければと思います。
■法テラス八雲法律事務所では、諸々　
　のトラブルに関するご相談を承ってい
　ます。もし、気になることがある場合
　には、050‐3383‐8366までお気軽に
　ご予約のお電話をお寄せ下さい。　
 
 法テラス八雲法律事務所　 弁護士　伊藤　裕樹
　　　   　　　　　　　　　☎050－3383－8366

問合せ

平
成
28
年
度　

労
働
基
準
監
督

　
　

官
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

　電子マネーを購入させて振
込担保金の支払いを求める架
空請求詐欺が隣り町で発生し
ました。
　電子マネーは、アマゾンギ
フト券のように、コンビニで
手軽に購入でき、そのカード
番号を詐欺相手に伝えること
で、お金をだまし取られる手
口に利用されております
　電子マネーに関する電話が
来たら詐欺と思い、無視して
ください。
　今金町は引き続き消費者行
政の維持・強化に努めてまい
ります。

Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン

　

祭
り
審
査
員
を
募
集
し
ま
す

問
合
せ

平
成
28
年
度
（
第
１
回
試
験
）

　
　
　

北
海
道
警
察
官
採
用
試
験

　安心を提供する源です。地産地消にご協力を！！

平
成
28
年
度　

国
税
専
門
官

　
　
　
　

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

臨
時
職
員
募
集
の
お
知
ら
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

p14_15.indd   14p14_15.indd   14 2016/02/29   11:52:002016/02/29   11:52:00



15

BULLETIN BOARDBULLETIN BOARD

　ジャガイモシストセンチュ　ジャガイモシストセンチュ
ウの拡散防止には町民の皆様ウの拡散防止には町民の皆様
のご理解とご協力が必要ですのご理解とご協力が必要です

日本一の日本一の
   「今金男爵」 を守ろう　！！   「今金男爵」 を守ろう　！！

目指せ車いす目指せ車いす！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…145㎏

　 車いす交換まであと555㎏

今金町社会福祉協議会

※700㎏で車いす一台と交換できます

■平成27年度現在 52件 405万6000円

※詳しくは、役場総務財政課総務グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちしております。

皆さんのお知り合いに、是非、ご紹介ください。

「活動についてPRしたい団体を
　　　　　　　募集しています」「ピリカ遺跡ボランティアの会」

◆今月の団体◆

　今月は、今金町のボランティア団体の１
つであるピリカ遺跡ボランティアの会（会
長・丸山良祐）を取り上げたいと思います。
　同会では、国指定史跡ピリカ遺跡のＰＲ
活動、旧石器文化館の運営サポート、視察
研修、環境美化活動を中心に行っています。

　ボランティア活動や地域の文化・歴史に
興味のある方は、一度見学してみてはいか
がでしょうか？入会をご希望の方は、今金
町教育委員会の宮本(☎82-3488)まで連絡
をお願いします。

○自動車税・軽自動車税
のお知らせ（抹消登録について)
　自動車税・軽自動車税は、４月
１日時点の自動車の所有者に１年
分課税されます。
　３月31日までに抹消登録を完了
した場合、平成28年度分の自動車
税・軽自動車税は課税されません
ので、現在、廃車を検討されてい
る方は３月中に抹消登録をお済ま
せください。なお、問合せ先につ
いては車種により
異なりますので
ご注意ください。

●自動車税　
　檜山振興局税務課

☎0139-52-6471　
●軽自動車税　
　役場税務住民課　☎82-0111　

問合せ

自動車税のお知らせ自動車税のお知らせ

自動車税の住所変更をお忘れなく

■引っ越しで住所が変わったときな
どは、運輸支局で変更登録をしてく
ださい。次の場合は、運輸支局で登
録手続きが必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
平成28年度の自動車納税通知書を確
実にお届けするために、３月中に手
続きをお願いします。

■変更登録が間に合わないときは…
　札幌道税事務所にご連絡いただく
か、道税ホームページから自動車税
の住所変更手続きが可能です。

札幌道税事務所自動車税部

　　　　　　　　　☎011-746-1197

問合せ

平成28年度

　函館開発建設部では、沿川住民の方々の協力の下で、河川環境に関す

る地域の要望を十分に把握し、地域との連携を更に進め、河川の適正な

維持管理に資するため河川愛護モニター制度を実施しております。

【応 募 ・ 問 合 せ 先 】
■函館開発建設部　公物管理課　河川スタッフ　　☎0138-42-7691
■函館開発建設部　今金河川事務所　　　　　　　☎0138-82-0041

後志利別川河川愛護モニター募集

　主な活動内容は、次の事項をモニターと

して河川管理者に通報・連絡することで

す。（河川に関する意見や要望等をモニター

通信として毎月１回連絡していただくほ

か、該当事項があった場合は、随時連絡し

ていただきます。）

❶近隣の方々から河川管理、河川利用等に

関する特段の要望があった場合

❷河川環境が損なわれる、あるいは河川利用

上の障害となるような事象を発見した場合

❸ごみ等の投棄、河川の流木や施設等につ

いて、異常を発見した場合

❹特に河川管理者に連絡することが必要と

認められる場合

●活 動 範 囲：今金町後志利別川トマンケ

　　　　　　シナイ川合流点上流から上

　　　　　　ハカイマップ川合流点上流

　　　　　　まで

●応 募 資 格：河川愛護に関心を持ち、左

記活動内容を実行できる満

20歳以上の方で上記の活動

範囲の近隣に居住する方

●募 集 人 員：１名

●報酬・任期：月額4,000円・５月～ 10月

※３月31日（木）まで応募願います

町税の納税はお済みですか？町税の納税はお済みですか？

　町税は、定められた期限までに自主的

に納めていただくことになっておりま

す。

　納付をうっかり忘れ、納期限を過ぎま

すと督促状や催告書が送られるほか、本

来納めるべき税額のほかに督促手数料や

延滞金もあわせて納めなければなりませ

ん。

　また、町税を滞納のままにしておきま

すと、滞納者の財産（給与、預貯金、不

動産等）について、差押え等の滞納処分

を受けることになります。

　このように町税の滞納は、滞納者にと

って不利益となるだけではなく、滞納処

分等に多額の事務費用がかかり、この費

用は税金で負担することになります。

　町政の円滑な推進に町税が有効に活用

されるよう納期内納付にご協力をお願い

します。

税務住民課課税収納グループ　

　☎82-0111

税務住民課からのお知らせ～納税と家屋価格等縦覧について

平成28年度土地価格等縦覧帳簿、
家屋価格等縦覧帳簿による
縦覧のお知らせ

《縦覧期間》

　●４月１日から５月31日
※土・日・祝日を除く

　●８時30分から17時15分まで

《縦覧場所》
　●役場１階

税務住民課　課税収納グループ

問合せ

▲昨年の総合文化祭での子ども

　文化教室「ピリカのストラッ

　プづくり」の様子

地産地消は町民の皆様においしさと安全・　　

みんなの広場みんなの広場
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